
     

 

 

自動物流道路に関する検討会開催の趣旨 

 

 

 物流は、国民生活や経済活動を支える不可欠な社会インフラであるが、２

０２４年４月から、トラックドライバーの時間外労働の上限規制が適用され

ることから、「２０２４年問題」といわれる、何も対策を講じなければ輸送

能力が不足してしまう物流危機が強く懸念されている。また、カーボンニュ

ートラルへの対応も求められている。 

 

 社会資本整備審議会道路分科会国土幹線道路部会においてとりまとめら

れた「高規格道路ネットワークのあり方中間とりまとめ」において、「構造

的な物流危機への対応、温室効果ガス排出削減の切り札」として、「新たな

物流形態として、道路空間をフル活用したクリーンエネルギーによる自動物

流道路（オートフロー・ロード Autoflow Road）の構築に向けた検討を進め

ていく必要がある」とされたところである。 

 

 このため、自動物流道路の実現に向け、自動物流道路の目指すべき方向性、

必要な機能や技術、課題等を検討するため、有識者、関係団体及び関係省庁

からなる検討会を設置する。 

 

【参考】 

■第２１３回国会岸田内閣総理大臣施政方針演説（抜粋）（令和６年１月３０日） 

 道路空間をフル活用した自動物流システム構想を早期に実現していくなど、物流革新

を進めます。 

 

■物流革新に向けた政策パッケージ（抜粋）（令和５年６月２日） 

（自動運転やドローン物流等） 

 高速道路上の車道以外の用地や地下を活用した物流専用の自動輸送についても、調査

を行う。 
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自動物流道路に関する検討会設置要領（案） 

 
第１ 名称 

この検討会は、「自動物流道路に関する検討会」（以下「検討会」とい
う。）と称する。 

 
第２ 目的 

検討会は、自動物流道路（オートフロー・ロード Autoflow Road）の
実現に向け、自動物流道路の目指すべき方向性、必要な機能や技術、課
題等を検討することを目的とする。 

 
第３ 委員長 

検討会に委員長を置く。 
２ 委員長は、会務を総括し、検討会を代表する。 

 ３ 委員長に事故があるときは、委員のうちから委員長が指名する者が、
その職務を代理する。 

 
第４ 検討会の委員 

検討会の委員は、委員名簿のとおりとする。 
２ 検討会の委員は、検討会の目的において必要と認められる場合、委員 
長により追加できるものとする。 

 
第５ 委員等以外の出席者 

委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に対し、検討会に出席し
てその意見を述べ又は説明を行うことを求めることができる。 
 

第６ 議事の公開 
検討会は原則として冒頭のみ公開とし、資料及び議事要旨は、会議後

ホームページで公開する。ただし、特段の理由があるときは、非公開と
することができる。 

 
第７ 守秘義務 

委員は、検討会において知り得た情報を他に漏らしてはならない。そ
の職を退いた後も、同様とする。 

 
第８ 庶務 

検討会の庶務は、国土交通省道路局企画課道路経済調査室において処
理する。 

 
第９ 雑則 

この要領に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、委
員長が定める。 

 
附則 この要領は、令和６年２月２１日から施行する。 
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